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保険料（掛金）率は右表のとおりとなり
ます。

令和８年４月より、子どもや子育て世帯
を、全世代・全経済主体が支える新しい仕
組みとして、子ども・子育て支援金制度が
創設され、費用の一部を掛金として徴収す
ることとなります。

短期給付事業
組合員とその被扶養者が病気・負傷・休業・出産・死亡したときなどに給付を行っています。

収入総額は712億3,283万円を見込んでおり、支部での各種給付に充てられるとともに、公立共済本部にお
いて高齢者医療制度や福祉事業の財源等の資金となります。また、介護保険にかかる納付金および子ども・子
育て支援納付金は、社会保険診療報酬支払基金へ納付されます。

長期給付事業
組合員が退職・死亡したときなどに年金の給付を行っています。

収入総額は1,452億9,133万円を見込んでおり、全額公立共済本部へ送金され、厚生年金、退職等年金な
どとして積み立てられます。

保健事業
組合員およびその被扶養者の健康の保持増進を目的として、特定健診、人間ドック、
こころの相談など各種の事業を行っています。

事業費の総額は12億6,749万円の見込みです。
※保健事業の内容はP30 ～ 31参照

貸付事業
組合員が住宅、教育、結婚等で臨時に資金を必要とする場合に、融資を行います。

財源は長期財源などからの借入金（公立共済本部からの送金）で、総額は8億38万円の見込みです。

令和8年度予算・事業のあらまし

令和８年度の実施事業およびその予算を 
ご報告します

率の改定等

令和８年４月以降の保険料（掛金）率について 
お知らせします

令和８年度　保険料（掛金）率（予定）
区分 標準報酬月額・標準期末手当等

短期
短期 46.6/1,000
福祉 1.41/1,000
計 48.01/1,000

介護 7.88/1,000
子ども・子育て支援 1.15/1,000

厚生年金 91.5/1,000
退職等年金 7.5/1,000

NEW

● 後期高齢者医療制度の被保険者とされる75歳以上等の組合員　　短期掛金 3.53/1,000　福祉掛金 1.41/1,000
● 任意継続組合員　　短期掛金 93.2/1,000　介護掛金 15.76/1,000　子ども・子育て支援掛金 2.3/1,000
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